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株式給付信託（ＢＢＴ）導入（詳細決定）に関するお知らせ 

 

  

当社は、平成 26 年 11 月 21 日付で「株式給付信託（ＢＢＴ（＝Board Benefit Trust））」（以

下、「本制度」といい、本制度に関してみずほ信託銀行株式会社と締結する信託契約に基づいて

設定される信託を「本信託」といいます。）の導入を公表し、平成 26 年 12 月 20 日開催の第 16

期定時株主総会(以下、「本株主総会」といいます。)において、役員報酬として決議されました

が、本日開催の取締役会において、当初信託する金額等の詳細について決定いたしましたので、

下記の通りお知らせいたします。  

 

記 

 

 

１．当社株式の取得資金として当初信託する金額 

10 百万円 

 

２．当社株式の取得方法 

東京証券取引所における市場買付 

 

３．当社株式の取得期間 

平成 27 年３月 20 日～平成 27 年５月 20 日（予定） 

 

なお、平成 26 年 11 月 21 日付で公表いたしました「株式給付信託（ＢＢＴ）導入に関する

お知らせ」におきまして、本信託契約の締結日、金銭を信託する日および本信託の期間の開

始日を平成 27 年６月５日（予定）としておりましたが、本制度の導入に際して必要な規程の

制定等を終え、準備が整ったことから、平成 27 年３月 20 日にそれぞれ変更することといた

しました。 

以上 
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